
ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

令和５年６月１５日 

タイトル 
秦野市社会を明るくする運動 

保護司会らが市内４駅でＰＲ活動を実施します 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 
７月３日（月曜日）１５：００～（東海大学前駅、鶴巻温泉駅） 

１６：００～（秦野駅、渋沢駅） 

※それぞれ１時間程度の活動を予定 
Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 
保護司会、更生保護女性会等の約２０団体（約２００人を予定） 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 社会を明るくする運動をＰＲするため、市内の小田急線４駅で

チラシやティッシュ等を配布します。 Ｈｏｗ 

（どのように） 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

社会を明るくする運動とは、法務省が主唱する、犯罪をなくし

て社会を明るくするために、すべての日本国民が犯罪の防止と犯

罪者の矯正および更生保護についての正しい理解を深め、すすん

でこれらの活動に協力するよう全国民に呼び掛ける啓発活動で

す。 

また、毎年７月を当運動の協調月間としており、この期間に合

わせて秦野市の関係機関・団体が連携し、ＰＲ活動を行うもので

す。 

過去の実績 今回で７３回目 

今後の取り組み 

・今後も継続して実施していきたいと考えています。 

・７月１２日（水曜日）１５：００からイオン秦野ＳＣでも啓発

活動を実施予定です。 

問い合わせ 

秦野市社会を明るくする運動推進委員会 

（事務局：市民相談人権課 人権推進担当：湯川） 

電話：０４６３（８２）７６１８（直通） 

 


